
御前崎市空家リフォーム支援事業補助金交付要綱 

令和５年３月29日告示第64号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空家を有効活用することにより、周辺環境の改善及び地域コミュニ

ティの維持に寄与するため、空家の入居者が行うリフォームに対して、予算の範囲内で

御前崎市空家リフォーム支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御

前崎市補助金等交付規則（平成16年御前崎市規則第37号）及びこの告示に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空家 個人が居住を目的として建築した市内に存在する住宅であって、現に居住

していない住宅のうち、当該住宅の所有者からの申出により、その情報を市が登録し

ているものをいう。 

(2) 改修工事 建物の機能向上のために行う改築、修繕及び設備改善をいう。 

(3) 賃借人 空家に居住することを目的として当該空家の所有者と賃貸借契約を締結

した者をいう。 

(4) 購入者 空家に居住することを目的として当該空家の所有者と売買契約を締結し

た者をいう。 

(5) 転入予定者 賃貸借人又は購入者において、市外から本市に転入をする者をいう。 

(6) 施工業者 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する許可を受け

た建設業者をいう。ただし、次に掲げる者は除く。 

ア 御前崎市暴力団排除条例（平成24年御前崎市条例第２号）第２条第１号に規定す

る暴力団 

イ 御前崎市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等 

ウ 暴力団員等と密接な関係を有する者 

エ 暴力団員等と暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、賃借人又は購入者に該当する者であって、次の

いずれにも該当するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。 

(1) 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び同一世帯に居

住する者が、市税等について滞納していない者であること。 

(2) 賃貸借契約又は売買契約に基づく空家の引渡し以後、賃借人又は購入者が本市の

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づく住民基本台帳に記載され、か

つ、当該空家に10年以上居住する意思を有すること。 

(3) 賃貸借契約又は売買契約の当事者間が３親等以内の親族でないこと。 



(4) 対象空家に居住する者は、新たに該当する町内会の班へ加入し、又は引き続き加

入していること。 

(5) 賃借人にあっては、空家の所有者から第５条の交付対象工事を行うことの承諾を

得ていること。 

(6) 申請者及び同一世帯に居住する者が、御前崎市暴力団排除条例第２条第３号に規

定する暴力団員等、若しくは密接な関係を有する者でないこと。 

（補助対象住宅等） 

第４条 補助の対象となる空家は、賃貸借契約又は売買契約により補助対象者が取得した

ものとし、市内に存する空家とする。ただし、御前崎市住宅リフォーム支援事業補助金

交付要綱（平成26年御前崎市告示第92号）又は御前崎市住宅耐震リフォーム支援事業補

助金交付要綱（令和５年御前崎市告示第65号）に規定する補助金の交付を受ける空家は、

対象外とする。 

（補助対象工事） 

第５条 交付の対象となる工事（以下「交付対象工事」という。）は、施工業者を利用す

る空家の居住の用に供する部分に係る次に掲げる工事のうち、賃貸借契約又は売買契約

を締結した日から空家の引渡し日以後１年を経過する日までに着手する工事であって、

建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の法令に違反しないものとする。 

(1) 省エネ化に関する工事 

(2) バリアフリー化に関する工事 

(3) 長寿命化に関する工事 

(4) その他市長が認める工事 

２ 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる費用を控除して得た額

（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

(1) 土地購入費用 

(2) 工事用機械、工具等の購入に関する費用 

(3) 空家の賃貸借契約又は売買契約に関する費用 

(4) その他市長が補助対象工事とすることが適当でないと認める工事に要する費用 

３ 施工業者が補助対象工事を一括して第三者に請け負わせた場合は、補助対象としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象工事に要する経費の100分の50に相当

する額（当該補助金の額が40万円を超えるときは40万円とする。）とする。 

２ 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

３ 市の他の制度による補助金等を受けているときは、全体工事費から当該補助の額を差

し引いた金額を補助対象経費とする。 

４ 当市以外の補助金等の交付を併せて受けることも可とする。 



（補助回数） 

第７条 補助金の交付は、同一空家及び同一申請者につき１回とする。 

（交付申請及び交付決定） 

第８条 申請者は、交付の申請をしようとするときは、交付対象工事の着手前に、空家リ

フォーム支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類等を添えて市長に

提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 空家に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し 

(3) 世帯員全員の納税証明書 

(4) 工事見積書（工事内容の詳細が記載されたもの）の写し 

(5) 施工前写真 

(6) 住宅案内図 

(7) 図面（平面図及び立面図） 

(8) 班加入予定証明書（転入予定者又は申請時に町内会の班へ加入していない者に限

る。） 

(9) 賃借人にあっては、交付対象工事を行うことに係る所有者の承諾書 

(10) 市の他の補助制度を受ける場合は、その補助金決定通知書の写し 

(11) その他市長が特に必要と認める書類等 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可

否を決定し、空家リフォーム支援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）又は空家リ

フォーム支援事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、前項の通知をしたときは、予算の範囲内にて補助金を交付する。 

４ 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条

件を付すことができる。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 前条第２項の決定通知書を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金

の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（申請事項の変更及び承認） 

第10条 交付決定者は、その申請事項について、変更又は廃止が生じたときは、速やかに、

空家リフォーム支援事業補助金変更廃止申請書（様式第５号）及び変更廃止事業計画書

（様式第６号）に第８条第１項各号に掲げる書類等を添えて市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、必要が

あると認めるときは、既に決定した補助金の額を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の額を変更したときは、空家リフォーム支援事業補



助金変更決定通知書（様式第７号）により、その旨を当該交付決定者に通知するものと

する。 

（状況報告及び実地調査） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の対象となった工事（以下

「交付決定工事」という。）の遂行状況に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、

担当職員に実地調査を行わせることができる。 

（実績報告） 

第12条 交付決定者は、交付決定工事及び工事代金の支払が完了したときは、市長に事業

の実績報告をしなければならない。 

２ 事業の実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の

決定のあった日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類等を

添えて、市長に提出しなければならない。ただし、期間内に提出することが困難である

と市長が認める場合は、この限りでない。 

(1) 空家リフォーム支援事業実績報告書（様式第８号） 

(2) 事業実績書（様式第９号） 

(3) 工事代金支払領収書の写し 

(4) 工事写真（施工中及び施工後） 

(5) 市の他の補助制度を受ける場合は、その補助金確定通知書の写し 

(6) その他市長が特に必要と認める書類等 

３ 市長は、前条の規定による報告又は実地調査の結果、交付決定工事の実績が補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させる

ための措置を講じるよう交付決定者に命ずることができる。 

（補助金の確定） 

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業が適

正に実施され、完了したことを確認の上、補助金の交付額を確定し、空家リフォーム支

援事業補助金交付確定通知書（様式第10号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の確定を受けたときは、請求書（様式第

11号）を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。 

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(4) この告示又は御前崎市補助金等交付規則に違反したとき。 



（補助金の返還） 

第16条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において補助金が既に

交付されているときは、市長の定める期限内に当該補助金を返還しなければならない。 

（その他） 

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた

第６条、第７条及び第12条から第17条までの規定については、同日後も、なおその効力

を有する。 



様式第１号（第８条関係） 

 



様式第２号（第８条関係） 

 



様式第３号（第８条関係） 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

様式第５号（第10条関係） 

 



様式第６号（第10条関係） 

 



様式第７号（第10条関係） 

 



様式第８号（第12条関係） 

 



様式第９号（第12条関係） 

 



様式第10号（第13条関係） 

 



様式第11号（第14条関係） 

 


